
　当校では、学生の卒業シーズンに伴いまして、
　「令和 7 年 1２月から令和 8 年 3 月末日」までの間、下記の通り
　教習時間帯等の教習予約制限を設けております。
　予めご理解の上、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
   ※１１月までにご入校頂いた教習生の方は引き続き教習が可能です。

　上記期間中は、学生の卒業シーズンに伴い普通自動車免許の入校増加が予想され、
　学生以外の方の教習予約時間等を制限させていただいております。
　詳細、ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問合せください。

TEL ０９９５－4２－６１１１ 国分隼人自動車学校 検索
http://www.hayato-ds.co.jp

（教習再開は最短で３月中旬以降です。）

※　普通免許以外の車種について（当校で取り扱っております普通車以外の車種は以下の通りです。）

中型車・準中型車・大型特殊車・けん引車・自動二輪車全般・普通二種車・各種審査

　　　　　　12 月・１月の教習制限

　平日の８時３０分から１６時１０分までの間で教習可能な方のみ

入校をお受けいたします。

令和8年２月 ～ 令和8 年３　末　末 までの 期間

　  2 月・3 月の教習制限

火～金 ８時３０分～１６時１０分（１時限目～７時限目） 教習可 教習不可

土日祝 終日教習不可

8:308:30 16:10 17:10 19:20

～令和 １２月7 年 令和 １ までの期間末8 年 月 日

　２月以降は、入校は可能ですが教習は実施

いたしませんので、ご理解の上ご了承下さい。

※　教習途中であっても上記期間中は、教習をストップいたします。

※　学生の方であっても、普通車・準中型車以外の教習は対象となります。

※　教習開始／再開は、最短で４月頃を予定しております。

普通車以外の教習は２月以降ストップいたします。

一般の方またはその他車種 入校及び教習制限実施についてでの

    一般の方の入校及び教習予約の制限実施について
（学生のお客様であっても普通・準中型免許以外でのご利用を希望される方は制限の対象となります。）

月


